
令和８年５月１日（金）～５月３１日（日）は、
自転車マナーアップ強化月間です。

自転車マナーアップスローガン

ヘルメット 命のお守り 忘れずに
自転車安全利用五則

①車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③夜間はライトを点灯④飲酒運転は禁止

⑤ヘルメットを着用

高齢者講習、認知機能検査及び運転技能検査
の受講・受検対象者の方へ

例年、学生が夏休みとなる時期は、高齢者講習・認知機能検査・運転技

能検査の予約が大変取りにくくなります。通知書がお手元に届いたら、早め

に自動車学校等に予約の電話をして下さい。

○盗難 ３件（前年比＋２件）

○その他 １件（前年比－３件）

○物損事故 ３６ 件

○人傷事故 ３ 件

※福木交番管内の件数

令和８年５月号
福 木 交 番

広 島 東 警 察 署
広島市東区二葉の里３丁目４番２２号
TEL ０８２－５０６－０１１０

令和８年１～３月の事件数

令和８年１月～３月の交通事故件数

広島県警察HP 

高齢者講習・認知機能検査・運転技能検査の予約はお早めに

自 転 車 の 交 通 違 反 に 対 し
反則通告制度（青切符）を適用中

※反則通告制度は１６歳以上の者を、
対 象 と し て い ま す 。
【 主 な 違 反 と 反 則 金 額 】
〇携帯電話使用等（保持） １万２千円
〇信号無視 ６千円
〇通行区分違反（逆走等） ６千円
〇指定場所一時不停止 ５千円
〇 公 安 委 員 会 遵 守 事 項 違 反

（傘さし運転等） ５千円
○並進、二人乗り ３千円



国際電話不取扱 電話申込みチャート

• 0120-210-364
に電話する

休止する固定電話の番号、＃を押す

復唱されるので、間違いがなければ１を押す

契約者名を言う

契約住所の郵便番号７桁、＃を押す

受付完了

国際電話不取扱センターホームページ

https://www.kokusai-teishi.com

Webフォームからの申し込みもできます。


